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  都道府県知事 

各 保健所設置市長  殿 

  特 別 区 長 

 

厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官 

（  公  印  省  略 ） 

 

 

ふぐ処理者の認定基準について 

 

 

ふぐの処理については、「フグの衛生確保について」（昭和 58 年 12 月２日付け環

乳第 59号厚生省環境衛生局長通知）及び「フグの衛生確保について」（昭和 58年 12

月２日付け環乳第 59 号厚生省環境衛生局乳肉衛生課長通知）（以下「通知等」とい

う。）に基づき、有毒部位の確実な除去等ができると都道府県知事等（保健所を設置

する市の市長及び特別区の区長を含む。以下同じ。）が認める者（以下「ふぐ処理者」

という。）に限って行うこととしています。 

また、昨年６月に公布された食品衛生法等の一部を改正する法律（平成 30年法律

第 46号）の施行に向け、食品衛生管理に関する技術検討会において、営業者が実施

すべき衛生管理に関する基準として厚生労働省令に規定すべき事項の検討を行い、

ふぐの処理は、ふぐの種類の鑑別に関する知識及び有毒部位を除去する技術等を有

すると都道府県知事等が認める者又はその者の立会いの下に他の者に行わせなけれ

ばならない旨規定することとしています。 

この検討を踏まえ、ふぐ処理者について、「フグ処理者の認定基準に関する検討会」

（本年４月 22 日（第１回）～同年６月 28 日（第３回））を開催し、別添のとおり、

ふぐ処理者を認定する際の認定基準（以下「認定基準」という。）を取りまとめまし

たので、下記に御留意の上、各都道府県条例等における規定の必要な見直しをお願

いします。 

また、認定基準を適切に運用いただけるよう、追って、通知等を改正するととも

に、都道府県等において定めるべき事項を整理の上、通知することを予定しており

ますので、御承知おきください。 

 



 

 

記 

 

 

１ 認定基準策定の趣旨について 

都道府県等（保健所を設置する市及び特別区を含む。以下同じ）で運用されてい

るふぐ処理者の認定について、認定に必要な講習会の受講又は試験の受験等の要件

及び手続並びに必要な知識及び技術等が都道府県等により異なっており、都道府県

等間においてふぐ処理者の資格の受入れが進んでいない。また、ふぐ処理者の認定

に係る制度への国の関与がなく、都道府県等ごとに認定要件が異なるため、輸出に

あたって輸出先国又は地域（以下「輸出先国等」という。）の理解が得られない場

合がある。 

これらの状況に対応するため、ふぐ処理者の認定に係る制度への国の関与を明確

化し、ふぐ処理者の知識及び技術の水準の全国的な平準化に資することを目的とし

て、ふぐ処理者の認定基準を策定した。 

 

２ 認定基準について 

各都道府県条例等の見直しに当たっては、以下を規定するとともに、認定基準を

踏まえた試験科目等の見直しをすること。 

（１）知識及び技術の確認方法 

実務経験の客観的な評価は困難であり、ふぐ処理者の認定要件として適切では

ないため、認定の際に必要な知識及び技術は試験により確認すること。 

 

（２）都道府県等間のふぐ処理者の資格の受入れ 

厚生労働省の定める認定基準に基づき、認定要件を定めている都道府県等のふ

ぐ処理者は、原則、他の都道府県等のふぐ処理者の認定要件を満たすものとして

取り扱うこと。 

なお、各都道府県等が、地域の実情を踏まえて、認定基準に要件を追加する場

合は、追加する要件に関する講習会実施等の手続等必要な事項を定めること。 

 

（３）従前の認定基準の取扱い 

厚生労働省の定める認定基準を踏まえた認定要件の見直しにより、従前の認

定要件から追加の要件が生じる場合には、認定要件を満たすために必要な講習会

受講等の手続等必要な事項を定めること。 

 

 



 

 

３ ふぐの輸出について 

今後、ふぐの輸出先国等と輸出解禁協議を行う際、国が輸出先国等に対し、ふぐ

処理施設の認定要件の一つとして認定基準を満たしたふぐ処理者を配置すること

を、解禁の条件として提示することに留意すること。 

 

４ 見直し状況の確認について 

都道府県等におけるふぐ処理者の認定要件の見直しを行った場合には、厚生労働

省医薬・生活衛生局食品監視安全課（以下「食品監視安全課」という。）に報告す

ること。 

また、令和３年度を目途に、必要に応じて都道府県等におけるふぐ処理者の認定

要件の見直し状況及び都道府県等間のふぐ処理者の受入状況について調査する予

定であること。なお、見直し状況等については食品監視安全課において公表予定で

あること。 

 

５ その他 

食品監視安全課は、定期的に都道府県等に対して雑種ふぐの発生状況、ふぐの流

通状況に係る調査等を行い、都道府県等に情報提供をすること。 

 

以上 

 


